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就学援助制度の申請

　小・中学校に納める給食費や
学用品費，修学旅行費などの支
出が経済的に困難な保護者で，
認定基準に該当する人を対象と
した援助制度があります。

◦申込方法　学校教育課，総合事
務所市民窓口課，南支所，埴生
支所，公園通出張所，厚陽出張
所に備え付けの申請書に記入し
申込先へ提出

◦申込期限　4 月 28 日㈭

◦問い合せ・申込先
学校教育課（☎ 82-1202）
総合事務所市民窓口課

（☎ 71-1513）

軟式野球・ソフトボール
チームの登録

■軟式野球
◦対象　市内在住・在職の人

　（野球部員である高校生を除く）

◦登録料　30,000 円
◦受付期間　随時受付（受付時期

により参加試合に制限有）

■ソフトボール
◦対象　市内在住・在職者の社会

人チーム（学生・女性を除く）

◦登録料　17,000 円
◦受付期限
　3 月 10 日㈭　17:00 まで

◦問い合せ先
体育協会事務局（県立おのだサッ
カー交流公園内　☎ 81-3100）

固定資産税の縦覧

◦対象　市内の土地・家屋の固
定資産税の納税者（代理人の場
合は委任状が必要）

※借地・借家人などが閲覧する場
合は，「賃貸借契約書」等の権利
関係を示す書類が必要です。

◦期間
　4 月 1 日㈮〜 5 月 31 日㈫
　8:30 〜 17:15
　（土・日・祝日を除く）
※ 4 月 3 日㈰（休日窓口サービ

ス実施日）は，税務課固定資産
税係で 9:00 〜 13:00 まで縦
覧できます。

◦縦覧場所
　税務課固定資産税係，総合事

務所市民窓口課，埴生支所

◦持参するもの　本人確認がで
きるもの（免許証等）

◦問い合せ先
　税務課固定資産税係

（☎ 82-1127）

指定給水装置工事事業者の指定

　下記の業者を市指定給水装置
工事事業者に指定しました。

◦ヌノタ設備
　宇部市大字西岐波 1974 番地 8
　（☎ 51-7143）

　1 月 11 日付指定

◦問い合せ先
　水道局（☎ 83-4111）

国民健康保険 高齢受給者証
の更新（対象：70〜74 歳）

　現在お持ちの高齢受給者証の
有効期限は，3 月 31 日です。4
月以降に病院で受診される際の
負担割合（1 割または 3 割）を記
載した高齢受給者証は，3 月中
旬に郵送します。4 月以降に病
院で受診される際は，今回送付
する高齢受給者証を保険証と一
緒に提示してください。

◦問い合せ先
　国保年金課（☎ 82-1179）

水道料金関係の様式が
変更になります

　利用者の利便性の向上と事務
の効率化を図るため，10 月から
水道料金と下水道使用料および
農業集落排水施設使用料の同時
徴収を予定しています。これに先
がけて，水道料金システムの変更
を行うため，「検針のお知らせ」お
よび「納付書」等の様式が 4 月分
から変更になります。なお，変更
前の納付書も使用できます。
※下水道使用料および農業集落

排水施設使用料の納付書等の
変更はありません。

◦問い合せ先
　水道局業務課（☎ 83-5725）


